
                               

                               

                               

                               

                               

 春の夜空、南の空の低い位置に見える正座

です。春の大曲線の延長上にあり、少しゆがん

だ四角形のような形をしています。 

夜空の星座「からす座」 

 

Ｎｏ．５３２ 

１ 

 

令和２年  

１月２４日号 広  報 

児童手当の支払通知書について 

２月７日 
支給日 

（金） 

 2月７日は児童手当の支給日です。支払通知書をご自宅に送付します 

のでご確認ください。 

変更事項が発生した場合は手続きが必要ですのでご連絡ください。 
 
 
 
 

◇公務員を退職する方へ 
 公務員の方が退職した場合、引き続き児童手当を受給するには市町村での手続きが
必要になります。退職日の翌日から15日以内に住所地の市町村へ申請してください。 

 

福祉係からのお知らせ 

児童扶養手当に関するお知らせ 
 ◇「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合は、手続きが必要です 
  児童扶養手当は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合はその差額分を支給します。 

  年金が過去にさかのぼって給付される場合や、市町村への手続きが遅れた場合は返還が必要に 

なる場合もありますので、手続きはお早めにお願いします。 

 

◇児童扶養手当が年６回払いになりました 
  令和元年11月分からは、奇数月に年６回、各２ヵ月分の支給と変更になっています。ご確認 

ください。 

 

▼問い合わせ／舟形町健康福祉課福祉係 ☎（32）０６５５ 



                               

                               

                               

                               

                               

投票所 投票所の施設名称 投票所の区域 

第１投票所 舟形町高齢者コミュニティセンター 野、幅、長尾 

第２投票所 舟形町生涯学習センター 内山、長沢第１・２・３、経壇原 

第３投票所 大平多目的集会所 大平 

第４投票所 舟形小学校 
一の関、舟形第１・２・３・４、紫山、

鼠沢、沖の原、向山、西堀、木友 

第５投票所 舟形町富長交流センター（旧富長小学校） 
小松、長者原、福寿野、馬形、 

富田第１・２ 

第６投票所 太折多目的集会所 太折 

第７投票所 堀内地区生活改善センター 
瀬脇、堀内、実栗屋、洲崎、横山、 

真木野、新堀 

第８投票所 西又多目的集会所 西又、松橋 

舟形町期日前投票所 

（２月５日～８日） 

舟形町役場 保健センター １階会議室 

  時間：午前８時３０分～午後８時 
 
●投票できる方 

 ・平成１４年２月１０日までに生まれた方。 

 ・令和元年１１月３日までに舟形町の住民基本台帳に登録され、選挙人名簿に登録されている方。 

 ・選挙人名簿に登録されていても、投票日前に町外へ転出された場合は投票できません。 

 ※転出届出の前にご確認ください。 
 
●投票をするとき 

 ・投票できる時間は、午前７時から午後７時までです。（大平、太折、西又・松橋は午後６時まで） 

 ・投票には、入場券を忘れずにお持ちください。 

 （入場券を紛失した場合や選挙当日忘れた場合でも、投票はできます。各投票所の係員に申し出ください。） 
 
●期日前投票と不在者投票 

 ・選挙の当日に仕事や冠婚葬祭、旅行等で不在となる予定の方は、２月５日（水）から８日（土）まで 

期日前投票ができます。入場券を持参のうえ、保健センターにお越しください。 

（※入場券裏面の「宣誓書」に予めご記入のうえ、お持ちください） 

・病院や施設等に入院している方や出稼ぎに行っている方は、病院や出稼ぎ先の市区町村役場で不在者 

投票をすることができます。不在者投票ができる期間は２月５日（水）から８日（土）までです。 

詳しくは、お問い合わせください。 

▼問い合わせ／舟形町選挙管理委員会 ☎（３２）２１１１（内線２３２） 



                               

                               

                               

                               

                               

 町では、将来を担う人材を育成することなどを目的に「教育振興修学資金」の貸し付けを行

なっています。希望する方は申込みください。 

 

▼募集人員／新規 10名程度 

▼貸付対象／次のすべてに該当する方 

      ○令和２年４月１日現在、次のいずれかに入学予定または在学中であること 

      ・学校教育法に規定する大学または短期大学 

      ・専修学校またはこれに相当する学校 

（ただし、大学受験のための予備校、公務員試験受験のための学校を除く） 

      ○舟形町に住所を有する方の子ども等 

      ○品行が正しく、学術に優れていること 

▼貸付内容 

 ○貸 付 額／月額５万円以内 

 ○貸付期間／令和２年４月～最終学年の終期 

 ○利  子／無利子 

 ○返還方法／貸付終了から１年経過した後、大学は８年以内、短期大学および専修学校などは 

５年以内に返還 

▼申請手続／舟形町教育振興修学資金貸付申請書に次の書類を添えて提出 

 ○在学証明書 

 ○父母等と貸付対象者の関係がわかる証明書（戸籍抄本等） 

  ※２名の保証人が必要です。（父母等１名、父母以外の独立生計を営む成年で 55歳以下の方１名） 

 ○保証人の所得証明書、納税証明書、印鑑証明書など 

▼その他／申請手続きの詳細は、申請要領でご確認ください。 

▼申込み期間／２月 25日（火）～ ３月 19日（木） 

▼申込み・問い合わせ／舟形町教育委員会教育課学事係 ☎（３２）２３７９ 

  

 

国の『プレミアム付商品券』について 

若者の地元への回帰・定着を促進するため、大学等を卒業後、町内または県内で居住・就業した 

場合に奨学金の返還を支援する制度があります。 

 

令和元年度分の住民税（均等割）が課税されていない方や３歳未満の乳幼児(平成 28年４月２日～

令和元年 9月 30日生まれ)がいる子育て世帯へ発行のプレミアム付商品券の購入期限および利用期限

は次のとおりですので、お早めにご利用ください。期限を過ぎてしまうと利用できなくなります。 

 ※ふながた元気 得々お買物券（舟形町プレミアム付商品券）とは異なります。 

◆商品券購入期限…令和２年２月 17日（月） 

◆商品券利用期限…令和２年３月 1日（日） 

 

▼問い合わせ/舟形町まちづくり課商工支援係 ☎（32）0844 



                               

                               

                               

                               

                               

▼対象／概ね 65歳以上の方で、自分で身の回りのことができる方。 

（バスの乗り降りや買い物、若あゆ温泉利用等） 

▼日時／ ２月 26日（水） 午前９時～ 

▼内容／最寄りのバス停に迎えに行き、若あゆ温泉や町内の商店などを回ります。 

▼スケジュール／午前９時 ～ バス移動 

          10時 ～ 若あゆ温泉利用とレクリエーション 

        午後１時 ～ 買い物 

          ３時 ～ バス移動 

▼料金／無料 

    ※若あゆ温泉の入浴料および昼食代等は自己負担となります。 

▼〆切／ ２月 19日（水） 

▼申込み・問い合わせ／舟形町地域包括支援センター ☎（３２）８７６２ 

冬は積雪により交通事情が悪くなり、閉じこもりになりやすい時期です。閉じこもると活動量が減り、

身体だけでなく、気持ちまで落ち込んでしまいます。閉じこもりやすくなる冬だからこそ、楽しく外出し

てみませんか。 

高齢者生きがいづくり事業 

  自 衛 官 等 募 集 

募 集 種 目 募 集 資 格 受 付 期 間 試 験 日 

自衛官候補生 18歳以上、33歳未満 

１月18日～ 

２月７日 
２月15日（土） 

２月８日～ 

２月28日 

３月12日（木） 
※募集状況により実施します 

幹部候補生（一般） 22歳以上、26歳未満 
３月1日～ 

５月1日 
5月9日（土）、10日（日） 

  ▼問い合わせ／自衛隊新庄地域事務所 ☎（２２）５０５７ 

 

▼使いみち／大学・短大・高校・専門学校等の学資金、住居・生活資金など 

▼融資金額／1,000万円以内 

▼融資金利／固定金利 年 1.85%～年 3.15% 

      ※融資金利は、ご融資期間、お取引内容により分かれます。 

▼融資期間／最長 10年 

▼保  証／労働金庫指定の保証期間のご利用となります。  

※保証料は労働金庫が負担します。 

▼利子補給／本ローンのご本人・ご親族が卒業後、山形県内に就職または就業した場合は、それ以降 

の利子に対して返済終了まで、元金 300万円を限度に、公益財団法人山形県勤労者育成 

教育基金協会から年 2.0%の利子補給が受けられます。 

▼そ の 他／労働金庫の店頭に説明書を用意しています。 

労働金庫の店頭で、返済額の試算を行います。審査の結果、融資できないなど、ご希望 

に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

▼申込み・問い合わせ／東北労働金庫新庄支店 ☎（22）7151 

https://4.bp.blogspot.com/-hwejFXEtR2M/VpjCcvGIhaI/AAAAAAAA3AY/HH5bERi-gIA/s800/group_old.png
https://4.bp.blogspot.com/-hwejFXEtR2M/VpjCcvGIhaI/AAAAAAAA3AY/HH5bERi-gIA/s800/group_old.png


 
男性８ｇ未満  女性７ｇ未満 
（日本人の食事摂取基準 2015年版より） 

高血圧の方は６ｇ未満 

（高血圧治療ガイドライン 2019より） 

１日の食塩摂取量の目標 

山形県は、高血圧の原因となる「食塩摂取量」が全国平均

と比べ多くなっています。 

 

山形県保険者協議会第15回共同広報キャンペーン  

・めん類のスープは、なるべく多く残す ※約4ｇの減塩 

・調味料を極力控える  

・塩分の多い食べ物は、1 回に食べる量や回数を減らす 

 ※みそ汁を 1 杯減らすと１～1.2ｇの減塩 

（山形県民の健康と食生活のすがたより） 

▼問い合わせ／舟形町健康福祉課介護医療係 

               ☎ （32）0717 

毎日少しずつ始める 「減塩生活」 のポイント 

                              

                               

                               

                               

                               

愛玩鳥を飼われている方へ 
 

 愛玩鳥のうち、鶏、アヒル（合鴨、フランス鴨を含む）、ウズラ、キジ、 

ホロホロ鳥、ダチョウ、七面鳥を１羽でも飼育されている方は毎年、 

飼育羽数等に関して知事への定期報告が義務付けられています。 

 所有者の方は最上家畜保健衛生課までご連絡ください。 
 
▼問い合わせ／最上家畜保健衛生課 ☎（29）1357 

星のことを知り、星空の案内人になってみませんか 

▼日  時／２月27日（木）午後６時３０分～８時   

○オリエンテーション 

○夜空を知ろうPart１ 

      ２月28日（金）午後６時３０分～８時   

○夜空を知ろうPart２ 

○デジタルプラネタリウムの操作① 

      ３月  ４日（水）午後６時３０分～８時   

○夜空を知ろうPart３                          

○デジタルプラネタリウムの操作② 

▼対  象／高校生以上 

▼定  員／10名（先着順） 

▼参 加 費／無料 

▼〆  切／２月21日（金） 

▼申込み・問い合わせ／最上広域市町村圏事務組合 ☎（32）1888 

受講生募集 

つる細工教室  

▼日時／３月７日（土） 

    午前９時 30分～午後３時 

▼場所／神室少年自然の家 

▼対象／アケビづる細工を作ってみたい方 

▼定員／①初級コース ８名 

    ②中級コース ８名 

    ※定員になり次第〆切ります。 

▼参加費／①3,000円 

     ②3,500円 

     ※昼食代を含みます 

▼〆切期間／２月 16日（日）～26日（水） 

▼その他／詳しくは問い合わせください。 

▼申込み・問い合わせ／ 

  神室少年自然の家管理企業共同体 

          ☎ （62）2611 

 

アケビづるを編んで作ろう！ 

https://1.bp.blogspot.com/-ycl1BXdKjow/U-1tT1V_zEI/AAAAAAAAkmk/1fe2jliuuYA/s800/planetarium.png


                               

                               

                               

                               

                               

山形の人達に そして未来の子ども達に結婚の素晴らしさを伝えたい。 

新しい家族の誕生は、山形への豊かさへとつながります。 

いい結婚式がいい家族を創り、いい家族がいい社会を創ります。 

結婚式を通して結婚の素晴らしさを共有し、家族への感謝の気持ちを伝えていく事を目的とします。 

 新庄税務署の申告書作成会場は、新庄税務署２階会議室です。なお、開設期間前は、申告書作成窓口等

は設置していませんのでご注意ください。 

 また、申告書作成会場はたいへん混雑し、長時間お待ちいただく場合があります。国税庁ホームページ

の「確定申告書等作成コーナー」を利用した、ご自宅での申告書作成をぜひお試しください。作成した申

告書は、ID・パスワードでデータ送信ができます。※ ID・パスワードの発行は税務署窓口での手続きが

必要です。 

▼開設日時／２月17日（月）～３月16日（月） 午前９時～午後５時 

      ※開設時間内に申告書作成を終えられるよう、お早めにご来場ください。 

▼注意事項／○駐車場はたいへん混み合いますので、お待ちいただくことがあります。 

      ○土・日・祝日は開設していません。 

      ○会場では、「手引き」や「パソコン」を利用して、ご自身で申告書などの書類を作成 

      ください。 

▼国税庁ホームページ／http://www.nta.go.jp/ 

▼問い合わせ／新庄税務署 ☎（22）5111 

新庄税務署からのお知らせ 

▼日 時／２月18日（火）、25日（火）、３月３日（火） 

     各午後7時～8時30分 

▼場 所／舟形町中央公民館          ▼対 象／高校生以上の男女（定員15名程度） 

▼講 師／ボディコンディショニングスペースそら 海藤 直子 氏 

▼持ち物／運動しやすい服装、飲み物、タオル  ▼参加費／無料 

※ヨガマットをお持ちの方はご持参ください。 

▼申込〆切／２月12日（水） 

▼申込み・問い合わせ／舟形町B&G海洋センター ☎（32）3501 

主催 山形ウェディング協会 

県内在住で結婚式を挙げていないお二人に、ご夫婦が希望する挙式をプレゼントします。 

▼〆切／３月31日（火） 

▼申込み・問い合わせ／山形ウェディング協議会事務局   ☎ 023（672）0330  



                               

                               

                               

                               

                               



   子育て支援センター「みらい」 ２月の日程表  

日 月 火 水 木 金 土 

 

  

 

 

    

 

    

 

 １ 

２ 

３ 

 

４ 

ふれあい育児 

 午前閉館 

５ 

 

  

６ ７ 

  ８ 

９ 

１０ 

 

 

 

１１ 

１２ 

遊びの広場 

１３ 

  

 

１４ 

 １５ 

１６ 

１７ １８ 

 

  

１９ 

  

  

2０ 

お話し広場 
ブックスタート 
フォローアップ 

２１ 

午後閉館 ２２ 

２３ 

 

２４ 

２５ 

 

 

  ２６ 

 遊びの広場 

２７ 

 

 

２８  

２９ 

  
［ご利用について]  ☆ 土曜日・日曜日・祝祭日 ○印は休館日になります。 

     ２１日は、乳幼児健診のため午後閉館。 

     ４日は、ふれあい育児の広場のため午前閉館します。 

      

①育児相談（来所・電話）…午前8時30分～午後4時30分  

②遊びの場としての利用  …午前9時30分～11時30分 

午後3時～4時30分 

   ●第２・４水曜日は｢遊びの広場｣…親子で楽しめる簡単な遊びを用意しています。 

●第３木曜日は「お話広場」……絵本の読み聞かせと楽しい手遊びを行います。 

        20日はブックスタートフォローアップ講座を開催します。 

③ふれあい育児の広場 ……1歳以上の未就園児を対象にした親子の交流広場です。 

           

                         

水木団子飾りを作りました。 

今年もよい年でありますように。 

（ふれあい育児の広場より） 

 

 

 

ふれあい育児の広場 

１２月「クリスマス会」・１月「水木団子飾り」を開催 
  

クリスマス会はツリーを水木団子飾りでは 

お飾りの製作をしました。一つひとつの飾り 

を、どこに貼ろうかとママと相談しながら、 

上手に貼ってくれました。ツリーも水木団子 

飾りも素敵に仕上がりました。 
 

  【２月のふれあい育児の広場】 

       「豆まき」 

２月４日（火）午前１０時～   

支援センター「みらい」で行います。 

 

 

   にこにこ通信               
                                令和２年１月発行 第１４１号  

             

 

 

 

 

  

                                                       

                        

                      

                

                                                                              

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            舟形町子育て支援センターみらい ☎（32）2120  

 2014年は、午(うま)年です。 

天候を始め、国内外でも気になる

話題も多い今日です。新しい年が穏

やかな良い年でありますように願っ

ています。 

先ずは、健康第一。前向きに明るい

気持ちで過ごすことは、免疫力アッ

プにもつながります。笑顔いっぱい

の年になりますように・・・!! 

 今年度も早いもので、残すところあと 

３ヵ月となりました。１月は「行く」、

２月は「逃げる」、３月は「去る」という

言葉があるように、これから４月までは 

あっという間に時間が過ぎてしまいがち

です。 

 忙しい時間の中でも、子どもたちとた

くさん触れ合い、一人ひとりの成長をし

っかりと見守りたいものですね。 

共にふれあい、未来をはぐくむ子育て支援センター 

 


